
授産施設会計基準の制定について

平成13年3月29日　社援発第555号

厚生労働省社会・援護局長

社会福祉法人の会計基準については、平成12年2

月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部

長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭

局長連名通知により示されているところであるが、

この中において、授産施設については、別途通知さ

れる予定の会計基準によるものとするとしていると

ころである。

授産施設は、社会福祉施設であるとともに、製品

製造等の授産事業活動を施設の目的として行い、そ

れにより得た収入から必要経費を控除した金額を工

賃として利用者に支払うという、授産施設特有の会

計処理を必要としている。

これらのことから、社会福祉法人会計基準により

定められている基本的理念を踏まえつつ、授産事業

活動についての会計処理を加え、授産施設を経営す

る社会福祉法人に係る会計基準として、今般、別紙

のとおり「授産施設会計基準」を定めたので、この

円滑な実施につきご配慮願いたい。

1　授産施設会計基準の基本的な考え方

（1）「社会福祉法人単位での経営を目指し、社会福

祉法人全体の経営状況が把握できる社会福祉法人

制度共通の会計基準」という、社会福祉法人会計

基準（以下「法人基準」という。）の理念に沿い、

原則的には法人基準と同様の取扱いとするととも

に、授産施設に特有のものである授産事業活動に

ついての会計処理の取扱いを加えて、授産施設会
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計基準（以下「授産基準」という。）として定める

ものである。

（2）授産基準は、簡潔明瞭なものとし、損益計算の

考え方を採り入れることにより効率性が反映され

るものとすることとした。

（3）授産基準は、社会福祉法人（以下「法人」とい

う。）としての高い公益性を踏まえた内容とするこ

ととした。

（4）授産基準は、取引を適切に記録し、経営状況を

適切に表示するための基本的な事項について定め

たものであり、各法人における経理処理について

は、この基準を基にそれぞれの法人で自主的に定

めることとした。

2　授産基準の骨格

（1）法人全体での資産、負債等の状況を把握できる

ようにするため、会計単位は施設ごととせず、法

人で一本の会計単位とすることとし、さらに授産

施設における事業の特殊性に鑑み、授産施設と他

の社会福祉施設等を経営する法人においては、授

産施設にかかる会計単位を他の会計と区分するこ

ととした。

また、複数の授産施設を経営する場合において

は、法人で一本の会計単位とし、施設ごとの経営

状況を判読できるよう、会計単位の内部に施設ご

との経理区分を設けることとした。なお、公益事

業及び収益事業については、別途特別会計として



会計単位を分けることとした。

（2）施設ごとの経営状況を判読できるよう、会計単

位の内部に施設ごとの経理区分を設けることとし

た。

（3）適切なコスト管理、経営努力の結果が反映され

るよう、損益計算の考え方を導入することとした。

（4）建物等の資産価値を適切に評価、表示するため、

減価償却制度を導入することとした。

（5）計算書の体系は、資金収支計算書、事業活動収

支計算書、貸借対照表及び財産目録とした。

①　資金収支計算書は、支払資金の収入、支出の

内容を明らかにするために作成し、授産事業活

動による収支、福祉事業活動による収支、施設

整備等による収支及び財務活動による収支に区

分し、決算額を予算額と対比して記載するもの

とした。

②　事業活動収支計算書は、法人の事業活動の成

果を把握するために作成し、授産事業活動収支

の部、福祉事業活動収支の部、事業活動外収支

の部、特別収支の部及び繰越活動収支差額の部

に区分して記載するものとした。

また、支出には適正に計算された減価償却費を

計上するものとした。

③　貸借対照表は、法人の会計年度末における財

産状態を明らかにするために作成し、資産の部、

負債の部及び純資産の部に区分するものとし

た。

④　財産目録は、会計年度未における全ての資産

及び負債について、その名称、数量及び価額等

を詳細に記録するために作成することとした。

（6）資金収支計算書、事業活動収支計算書には、経

理区分ごとの内訳表を添付することとした。

3　授産基準運用上の留意点

（1）経理規程の制定

授産施設を経営する法人は、授産基準に基づき会

計処理に必要な事項について経理規程を定めるこ

と。

（2）複式簿記の実施

法人は、財産状態及び収支の状況について従来か

ら行われている複式簿記により明確に記銀し、財務
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報告をしなければならないこと。

（3）会計単位及び経理区分

法人本部及び定款に記載された授産施設ごとに経

理区分を設けることとし、その区分ごとに収支計算

を行うこと。

また、授産施設と他の社会福祉施設等を経営して

いる場合には、授産施設にかかる会計単位を他の社

会福祉施設等の会計単位と区分すること。

（4）勘定科目

①　勘定科目は、他に定めのある場合を除き、こ

の授産基準に示した勘定科目に準拠して区分し

なければならないこと。

②　法人によって必要としない勘定科目は設定し

なくてもよいこと。

③　法人の都合上勘定科目に小区分を設けること

は差し支えないこと。

（5）減価償却

減価償却の方法は、定額法によるものとしたとこ

ろであるが、これによりがたい場合には、定率法に

よることができること。

（6）附属明細書の作成

重要な資産及び負債等の状況を明確にするため

に、借入金、貸付金及び固定資産等について、その

内容を明らかにする明細書を作成すること。

4　適用の範囲等

（1）適用の範囲

原則として、授産施設を経営する全ての法人につ

いて適用するものとする。

（2）実施の時期

原則として、平成13年4月1日から適用するもの

とする。

（3）適用にかかる経過措置

授産施設が措置費支弁対象施設であることや、（2）

で定める時期において、ただちに本基準を適用する

ことが困難な場合が想定されることに鑑み、当分の



間、従前の取扱いによることができるものとする。

（4）授産基準の見直し

授産基準は、今後の社会福祉事業や法人基準の動

向を踏まえ、適宜必要な見直しを行い、今後もさら

に改善と充実を図っていくこととする。

（以下、略）

授産施設会計基準に係る取扱いについて

平成13年3月29日
厚生労働省社会・援護局・保護課長　社援保発第23号
障害保健福祉部障害福祉課長　障障発第12号
障害保健福祉部精神保健福祉課長　障精発第18号

標記については、平成13年3月29日社援発第555号

厚生労働省社会．援護局長通知「授産施設合計基準

の制定について」により示されたところであるが、

この実施に当たっての運用上の留意事項等について

は、下記のとおりであるので、周知徹底方特段のご

配慮をお願いしたい。

記

1　社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日

社施策310号）関連通知の準用について

授産施設会計基準（以下「授産基準」という。）に

基づく会計処理を行うに当たっては、次に掲げる通

知を準用して通用するものとする。

（1）「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成

12年2月17日社援施第6号）

（2）「社会福祉法人における入札契約等の取扱いに

ついて」（平成12年2月17日社援施第7号）

（3）「社会福祉法人会計基準への移行に関する留意

点について」（平成12年2月17日社援施第8号）

（4）「措置費（運営費）支弁対象施設における社会

福祉法人会計基準の適用について」（平成12年2月

17日社援施第9号）
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2　「会計単位間繰入金支出」の取扱いについて

法人の運営に係る経費等、他の会計単位間との資

金移動も想定されることから、会計単位間の資金移

動を処理するための「会計単位間繰入金支出」を大

区分の勘定科目として設け、資金収支計算書の福祉

事業活動による収支の支出欄（資金収支予算内訳表

及び資金収支決算内訳表も同様とする。）に、また、

事業活動収支計算書の福祉事業活動収支の部の支出

欄（事業活動収支内訳表も同様とする。）に加えても

差し支えないものとする。

3　授産事業活動に係る取扱いについて

授産施設において行う、授産事業活動に係る会計

処理を行うに当たっての留意事項は、次のとおりで

あること。

（1）授産施設は、各法の最低基準において、「事業収

入から事業に必要な経費を控除した額に相当する

金額を工賃として支払わなければならない。」と規

定されているところであるが、ここでいう必要経

費に含まれると考えられるものは、授産事業活動

の効率的な実施を促進するためなどに設置された

職業指導員等の職員に係る人件費や、日々の授産

事業活動の実施に直接的に必要な原材料費、光熱

水費、運搬費等の必要最小限度の経費である。

（2）授産施設は、（1）の考え方により、原則として剰



余金は発生せず、資金収支計算及び事業活動収支

計算において「授産事業活動収支差額」は生じな

いものであるが、授産基準第35条に規定する「そ

の他の積立金」により、人件費積立金、修繕積立

金、備品等購入積立金、工賃平均積立金等の積立

金として処理を行うことは可能である。　なお、そ

の際は、授産事業活動に係る積立金であることを

表示する名称を付し、授産事業活動収支差額との

対比ができるようにするものとする。

（3）「資金収支計算書」及び「事業活動収支計算書」

中の「授産事業活動による収支」及び「授産事業

活動収支の部」における「授産事業収入」及び「授

産事業支出」については、各授産施設ごとに経理

区分を設けて処理をするものとしており、複数の

授産施設で同じ作業を行っているなどの場合で

あっても、人数、作業量等、一定の量的基準に基

づき按分処理することとしている。また、一つの

授産施設で複数の授産科目を実施している場合に

は、科目ごとに「○○事業収入」、「△△事業収入」

というように内訳を設け、授産科目ごとの収支状

況が把握できるようにしている。

なお、授産事業における支出の状況把握を適正

に行うため、各法人においては別紙「授産事業支

出明細表」を作成し、授産事業に関する管理を適

切に行うものとする。授産事業支出明細表におけ

る勘定科目は、別表のとおりとする。

4　福祉工場の取扱いについて

この授産基準は、各法に基づく授産施設を対象と

しているところであるが、昭和47年7月22日社更第

128号「身体障害者福祉工場の設備及び運営につい

て」に基づく身体障害者福祉工場、昭和60年5月21

日厚生省発児第104号「知的障害者福祉工場の設置及

び運営について」に基づく知的障害者福祉工場及び

昭和25年法律第123号「精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律」第50条の2第1項第4号に規定する

精神障害者福祉工場についても、本基準を準用した

会計処理を行うことができるものとする。

（以下、略）
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